
 
平成１４年度厚生労働省税制改正要望（評価書） 

制 度 名 中小企業退職金共済制度の改正に伴う税制上の所要の措置（特定業種退職金共済制度の掛金日
額の範囲について） 

 

特定業種退職金共済制度の掛金日額の範囲について、現行の 120 円～450 円から 300 円～800 円
に引き上げること。 
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(1) 政策目的 

  中小企業退職金共済制度における退職金額の向上を図ること。 

(2) 施策の必要性 

 現行の法律で定める掛金日額の範囲は１２０円以上４５０円以下とされており、具体的な

掛金日額については、勤労者退職金共済機構が特定業種退職金共済規程において、各特定業

種ごとに定めることとされている。 

 このうち林業退職金共済制度について、平成１３年９月より掛金日額が最高の４５０円ま

で引き上げられたこと等から、法律で定める掛金日額の範囲が、今後の各業界の実態に応じ

た掛金日額の引上げを妨げることのないよう、引き上げる必要がある。 

(3) 要望の措置の適正性（公平性・優先性等） 

 掛金日額の範囲が昭和５５年以降引き上げられていない一方、一般の賃金水準は、昭和５

５年と比較して約１．８倍となっている。 

 掛金日額の下限については、現在定められている最低額である３００円にあわせて引き上

げることとする。 

(4)要望の効率性 

 特定業種退職金共済制度における、各特定業種ごとの掛金日額については、勤労者退職金

共済機構が、関係業界等の意見を反映させた上で、法定の掛金日額の範囲内で自主的に定め

ることとされているため、法定の掛金日額の範囲を引き上げることにより、業界の実態に応

じた掛金日額の引上げが可能となる。 

 

 

政 策 の 

達 成 目 標      

 

賃金水準の上昇等にあわせて、特定業種退職金制度の退職金額の向上を図ること。 

 

当該要望項 

目 以 外 の     

支 援 措 置      

 

・ 掛金の損金算入又は必要経費扱い 

・ 退職所得控除 

  

 

 担当課名 
 

（担当課）労働基準局勤労者生活部勤労者生活課 

 


